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１．はじめに（1/5：これまでの経緯）

平成27年11月に日本原電が敦賀発電所2号炉の新規制基準適合
に係る設置変更許可申請書を提出

審査資料の科学的・技術的データの書き換え、多数の記載誤りに
より審査を2回中断

これまでの審査状況を踏まえ、令和5年8月に提出された補正申請

書を基にK断層の活動性及び連続性について審査を行うこととし、
令和5年9月に審査を再開

令和6年7月に審査チームによる新規制基準への適合性の判断を
原子力規制委員会に報告

令和6年8月に原子力規制委員会と日本原電経営層との意見交換
を経て、原子力規制委員会は審査書案を決定し、8月29日～9月27
日の間に審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を実施。

令和6年11月13日に原子力規制委員会は、科学的・技術的意見の
募集の結果を踏まえ、設置変更許可申請書に対する審査の結果を
取りまとめ、設置変更許可申請書について、許可をしないこととする
ことを決定



平成27年11月5日日本原電が敦賀発電所2号炉の新規制基準適合に係る設置変更許可申請書を提出

令和元年10月
～令和4年10月

審査会合にて、日本原電が審査資料に1140箇所の誤りがあった旨を報告、また、審査チームから断
層評価に係るボーリング柱状図の書換えを指摘
原子力規制委員会定例会にて、データ書換えの原因調査分析を踏まえた新たな業務プロセスが構築
されたことを原子力規制検査で確認できるまでの間、審査会合は実施しないことを決定。その後、原
子力規制検査の確認結果を踏まえ、審査の再開を決定

令和4年12月9日 審査会合にて、日本原電が審査資料に157箇所の誤りがあった旨を報告

令和5年3月17日
審査会合にて、審査資料にさらに8箇所の誤りがあった旨を報告、石渡委員から審査を続けるか否か
を含め、原子力規制委員会定例会の場で議論したいとの発言

令和5年4月5日
原子力規制委員会定例会にて、設置変更許可申請書の一部補正を求めること、審査を中断すること、
日本原電経営層との意見交換の場で意思確認することを確認

令和5年4月11日
原子力規制委員会臨時会（日本原電経営層との意見交換）にて、日本原電が設置変更許可申請書
の一部補正を8月31日までに提出する旨意思表明

令和5年4月18日
原子力規制委員会定例会にて、日本原電に対して8月31日までに申請書の補正を求める指導文書
の発出を決定、同日付けで発出

令和5年8月31日 日本原電がＫ断層の活動性及び連続性に関する補正申請を提出

令和5年9月6日
原子力規制委員会定例会にて、Ｋ断層の活動性及び連続性に論点を絞り、審査を再開することを了
承

令和5年9月6日
～7月26日

審査会合（計8回）、委員による現地調査（計2回）等により、K断層の活動性及び連続性に関する審査
を実施

令和6年7月31日 原子力規制委員会定例会にて、審査チームによる新規制基準への適合性の判断を報告

令和6年8月2日
原子力規制委員会臨時会にて、日本原電経営層との意見交換を行った後に、原子力規制委員会か
ら事務局（原子力規制庁）に対して、審査書案の作成を指示

令和6年8月28日
原子力規制委員会定例会で審査書案を決定、審査書案に対する科学的・技術的意見の募集の実施
を了承

令和6年8月29日
～9月27日

審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を実施

令和6年11月13日
原子力規制委員会定例会にて、科学的・技術的意見の募集の結果を踏まえ、審査の結果を取りまと
め、設置変更許可申請書について、許可をしないこととすることを決定
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１．はじめに（2/5：審査対象：設置許可基準規則第３条 地盤（第３項 地盤の変位)①）

【要求事項】

➢ 安全上重要な施設（耐震重要施設：原子炉建屋等）は、将来活動する可能性のある断層等（※１）の露
頭（※２）がないことを確認した地盤に設置する。

※１ 将来活動する可能性のある断層等 ： 後期更新世以降（約12～13万年前以降）の活動が否定できない断層等

※２ 露頭 ： 断層等が表土に覆われずに直接露出している場所のこと。開削工事の結果、建物・構築物等の接地を予定していた

地盤に現れた露頭も含む。

約12～13万年前から始まる後期更新世の時代とは？

約12～13万年前の時代は温暖な気候により海面が現在より高い状態が続いたため、この時代に生成された海成段丘が日本各地

に残っている。そのため、この時代の地層は比較的見つけやすいと言われており、断層の活動性を判断する際の指標として用いて

いる。

安全上重要な施設：

“止める、冷やす、閉じ込
める”機能を持つ施設

建屋が損傷し、内部の機
器等が損傷することにより、
安全上重要な機能を失う
おそれ

断層等が動く

ずれや変形の量や、地盤が押し上げる
力の大きさを予測することは困難



5（石渡(2016)（日本地質学会東京大会（平成28年09月12日）石渡委員講演資料（原子力規制委員会HP掲載資料））から抜粋

＜https://www.nra.go.jp/data/000164213.pdf＞）

１．はじめに（3/5：審査対象：設置許可基準規則第３条 地盤（第３項 地盤の変位)②）

（参考）将来活動する可能性のある断層等の判断手法
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【日本原子力発電の主張】
①Ｋ断層は「将来活動する可能性のある断層等」ではない（活動性）
②Ｋ断層は２号炉建屋直下まで連続していない（連続性）

K断層

２号炉
原子炉建屋

D-1トレンチ

浦
底
断
層
（
活
断
層
）

建屋直下に
複数の破砕帯あり

K断層の南方から
２号炉原子炉建屋
の間で実施した
ボーリング位置

（※本図は概略図であり、実際の位置等を正確に表したものではない。）

１．はじめに（4/5：Ｋ断層と２号炉原子炉建屋の位置関係）

原子炉建屋の端から
D-1トレンチの
ふげん道路ピットまで
約280m
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１．はじめに（5/5：D－１トレンチ内におけるＫ断層の分布及び性状）

（第1272回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料から抜粋・加筆
＜https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100003866?contents=NRA100003866-007-004#pdf=NRA100003866-007-004＞）

Ｋ断層は、以下の特徴を有している。
➢ Ｋ断層は、Ｄ－１トレンチ内では北西法面からふげん道路ピット中央付近まで連続して認められる。
➢ Ｋ断層は、破砕幅の大きな断層（最大幅：約3.5m）である。
➢ Ｋ断層の走向・傾斜は、一様ではない。
➢ Ｋ断層による変位は、基盤岩より上位の地層では複数に分岐し、上方に向かって断続的に出現する。

＜審査書 P.４-５＞
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２．Ｋ断層の活動性（4/6：地層の層序①）

（第1272回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料から抜粋
＜https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100003866?contents=NRA100003866-007-010#pdf=NRA100003866-007-010＞）

＜規制委員会の審査結果＞
➢ Ｄ－１トレンチ内は、全体的に連続して分布する地層が存在していない。
➢ Ｋ断層の活動性を評価している地層（北西法面の③層）は、浸食で形成された溝（チャネル）に堆積し
た地層により連続性が断たれ、面的な広がりがなく局所的な地層で構成されている。

＜審査書 P.６-７＞
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２．Ｋ断層の活動性（5/6：地層の層序②） ＜審査書 P.６-７＞

③層（k～m層、Ｄ層）

③層（Ｃ層） ③層（a～j層）

③層（チャネル）

＜規制委員会の審査結果＞
Ｄ－１トレンチ内は、全体的に連続して分布する地層が存在していない。
➢ Ｄ－１トレンチの③層は、陸成の堆積層であり、堆積物の供給方向や堆積物が変化するとされており、静穏な環境

下で堆積したとはいえず、K断層の活動前の堆積構造が明確ではない（変形前後の地層の比較は困難）。

（第1272回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料から抜粋・加筆
＜https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100003866?contents=NRA100003866-007-010#pdf=NRA100003866-007-010＞）
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２．Ｋ断層の活動性（1/6：北西法面におけるK断層の分布）

（第1272回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料から抜粋・加筆
＜https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100003866?contents=NRA100003866-007-010#pdf=NRA100003866-007-010＞
＜https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100003866?contents=NRA100003866-007-012#pdf=NRA100003866-007-012＞）

＜申請者の説明＞
➢ Ｋ断層の変位は、③層中のk層の下位の地層まで及んでいる。
➢ Ｋ断層による変形を受けた地層と、変形を受けていない地層が存在。③層中のｋ層は変形を受けてい
ないが、ｋ層の下位の地層は断層活動による変形を受けていると評価。（右図のオレンジの点の範囲）

＜規制委員会の審査結果＞
➢ K断層の変位は、堆積層（ｋ層下位のｊ層）中でせん滅し（右図参照）、上載地層法の適用は困難。
➢ k層に変位・変形を与えていないとするならば、上載地層法の判断には③層中のk層の堆積年代が必
要。（P8,9）

➢ 断層活動による変形の有無を判断するためには、変形前の堆積構造との対比が必要。（P10,11）

＜審査書 P.１２-１４＞

申請者はＫ断層の西側が
変形を受けていると評価

断続的に出現するＫ断層は
j 層の途中でせん滅

ｋ層
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２．Ｋ断層の活動性（2/6：堆積年代の評価①）

＜申請者の説明＞
Ｋ断層の活動性の評価に用いる③層の堆積年代について、
➢ ⑤層上部は、火山灰（テフラ）分析、光ルミネッセンス（ＯＳＬ）年代測定等から、約10万年前の地層
と評価。⑤層下部は、テフラ分析、ＯＳＬ年代測定等から約12～13万年前の地層と評価。

➢ ③層は、⑤層の下位にあり、⑤層との間に時間間隙がある（③層の最上部が土壌化している）と
評価されることから約12～13万年前より古い地層と評価。

（第1272回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料から抜粋・加筆
＜https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100003866?contents=NRA100003866-007-011#pdf=NRA100003866-007-011＞）

＜審査書 P.７-９＞

約10万年前

約12～13万年前

約12～13万年前より古い
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２．Ｋ断層の活動性（3/6：堆積年代の評価②）

（第1272回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料から抜粋・加筆
＜https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100003866?contents=NRA100003866-007-011#pdf=NRA100003866-007-011＞）

＜規制委員会の審査結果＞
➢⑤層上部の堆積年代については、テフラ
分析、花粉分析及びOSL年代測定の結果
から、MIS5c（約10万年前）と評価。

➢⑤層下部の堆積年代については、テフラ
分析、花粉分析及びOSL年代測定の結果
から MIS5e（約12～13万年前）と評価でき
る可能性があるが、再堆積の可能性等も
踏まえると、⑤層下部が MIS5c（約10万年
前）の堆積であることは否定されていない。

➢③層と⑤層との間の褐色部については、
土壌化するだけの相当の期間があったと
しているが、その具体的な期間は示され
ていない。

➢③層の堆積年代については、原電道路
ピットでのOSL年代測定の結果は、誤差を
考慮すると、後期更新世以降（約12～13
万年前以降）に堆積した地層であることが
否定できておらず、また、①層及び②層も
含めて、その堆積年代を評価できていな
い。

＜審査書 P.９-１２＞

誤差を考慮すると
後期更新世の地層
と考え得る

再堆積の可能性
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２．Ｋ断層の活動性（6/6：まとめ）

＜規制委員会の審査結果＞
（１）Ｄ－１トレンチに分布する地層の堆積年代
Ｋ断層の活動性の評価に用いる北西法面、原電道路ピット及びふげん道路ピットの③層の堆積年代
については、明確な証拠によって、③層が後期更新世以降（約12～13万年前以降）に堆積した地層であ
ることが否定できていない。（P9）

（２）Ｄ－１トレンチ内におけるＫ断層の変位・変形
Ｋ断層の活動性については、以下のとおり、明確な証拠によって、Ｋ断層の変位・変形による活動性を
評価できない。

i. 北西法面におけるＫ断層については、変位は③層中のｋ層の下位の地層中でせん滅していること
から、ｋ層を上載地層としてＫ断層の活動性を評価することはできない。また、変形は、もとの堆積
構造が複雑であり、Ｋ断層によって変形を受けた地層と変形を受けていない地層を明確に分類す
ることはできないことから、変形によってＫ断層の活動性を評価することはできない。（P10,11）

ii. 原電道路ピット及びふげん道路ピットにおけるＫ断層については、変位は上方に向かって断続的
に出現するというＫ断層の特徴を踏まえると、既に除去された地層に変位が現れていた可能性が
あるが、現状では変位・変形の有無が確認できない。

＜審査書 P.１４-１５＞

Ｋ断層は、後期更新世以降（約12～13万年前以降）の活動が否定できないと判断。
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【日本原子力発電の主張】
①Ｋ断層は「将来活動する可能性のある断層等」ではない（活動性）
②Ｋ断層は２号炉建屋直下まで連続していない（連続性）

K断層

２号炉
原子炉建屋

D-1トレンチ

浦
底
断
層
（
活
断
層
）

建屋直下に
複数の破砕帯あり

K断層の南方から
２号炉原子炉建屋
の間で実施した
ボーリング位置

（※本図は概略図であり、実際の位置等を正確に表したものではない。）

１．はじめに（4/5：Ｋ断層と２号炉原子炉建屋の位置関係）

原子炉建屋の端から
D-1トレンチの
ふげん道路ピットまで
約280m

６ページの再掲
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３．Ｋ断層の連続性（1/8：敷地の破砕帯の連続性評価基準）

（第1239回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料から抜粋
＜https://www2.nra.go.jp/data/000472110.pdf＞）

➢ 申請者が設定した敷地の破砕帯の連続性評価基準は、評価フローに基づき、判断項目一つごとに
“ふるい”にかけて、連続する破砕部かどうかを判断している。
→ 評価フローの3つ目の「最新活動で形成された破砕部性状の類似性」においても、「断層ガウジ・

断層角礫の有無」といった個々の項目で“ふるい”にかけている。

＜審査書 P.２３＞
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３．Ｋ断層の連続性（2/8：連続性評価結果の内容①）

（第1239回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料から抜粋・加筆
＜https://www2.nra.go.jp/data/000472110.pdf＞ ）

＜申請者の説明＞
➢ Ｄ－１トレンチ南方のボーリングコア（H24-D1-1孔）は、評価フローに基づき観察結果を用いてＫ断層
は連続していないとしている。

＜規制委員会の審査結果＞
➢ 連続性評価基準は、その評価フローに基づき判断を行うと、１つの評価項目の結果に違いがあれば、
他の評価項目で類似するとなっていても、破砕部の性状は類似しない（＝連続しない）と判断する結
果となっており、評価が安全側に行われているとはいえず、評価結果の信頼性が乏しいことを確認。
（④の例では、「変位センス」以外の評価項目の結果は、すべて類似するとの評価）

幾何学的位置関係 走向・傾斜の類似性
最新活動で形成された
破砕部の性状の類似性

最新活動以前に形成された
破砕部の性状等の類似性

申請者は、 H24-D1-1孔において、左の評価項目から順次評価し、上記７破砕部の性状は、
Ｋ断層の性状とは類似していないことから、Ｋ断層と連続しないものと判断。

＜審査書 P.２１-２２＞
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３．Ｋ断層の連続性（3/8：連続性評価結果の内容②）

（第1239回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料から抜粋・加筆
＜https://www2.nra.go.jp/data/000472110.pdf＞
＜https://www2.nra.go.jp/data/000472138.pdf＞）

【おおむね同位置（約2mの離隔）の２孔のボーリングの連続性評価結果】

＜規制委員会の審査結果＞
➢ おおむね同位置（約2mの離隔）で掘削された２つのボーリング孔について、ほぼ同一深度にある破
砕部は、ボーリングコアの観察結果からはともに「同じ断層」とされている。

➢ 一方、申請者が設定した連続性評価基準に基づけば、両破砕部では「断層ガウジ・断層角礫の有
無」の評価結果が異なるため、「連続しない（別の断層）」と評価されることとなり、結果が矛盾する。

➢ 断層岩区分が適切に評価できていることが確認できず、その地質観察による評価の不確かさが大き
い。

＜審査書 P.２２＞

ボーリングコアの観察結果から「同じ断層」と評価している。

矛盾している

連続性評価基準に基づくと「連続しない（別の断層）」と評価される。
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【日本原子力発電の主張】
①Ｋ断層は「将来活動する可能性のある断層等」ではない（活動性）
②Ｋ断層は２号炉建屋直下まで連続していない（連続性）

K断層

２号炉
原子炉建屋

D-1トレンチ

浦
底
断
層
（
活
断
層
）

建屋直下に
複数の破砕帯あり

K断層の南方から
２号炉原子炉建屋
の間で実施した
ボーリング位置

（※本図は概略図であり、実際の位置等を正確に表したものではない。）

１．はじめに（4/5：Ｋ断層と２号炉原子炉建屋の位置関係）

原子炉建屋の端から
D-1トレンチの
ふげん道路ピットまで
約280m

６ページの再掲
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３．Ｋ断層の連続性（5/8：連続性評価結果の内容④）
＜審査書 P.１９＞

西 東

逆断層（西側隆起）

断層面が西傾斜

西 東

正断層（西側隆起）

断層面が東傾斜

断層の傾斜が変化

＜規制委員会の審査結果＞
➢ Ｋ断層は、西側隆起の中～高角度の断層で、 鉛直に近い箇所（89度）もあり、その傾斜の
変化が大きいことも特徴。

➢ 同じ西側隆起の断層でも、断層の傾斜方向が変化することにより逆断層が、見た目は正断
層になる。

➢ したがって、「変位センスの類似性」については、変位センス（ずれの方向等）の評価が安全
側に行われているとはいえない。

変位センスの評価の妥当性
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３．Ｋ断層の連続性（4/8：連続性評価結果の内容③）
＜審査書 P.１８＞

＜規制委員会の審査結果＞
➢ 「走向・傾斜の類似性」については、基盤岩中で観察される局所的に異なるＫ断層の走向・傾斜が十
分に考慮されていない。
⚫ 判断根拠の±20度は、2号炉原子炉建屋基盤面におけるD-1破砕帯等及び１号炉原子炉建屋
南方斜面で確認されたD-5,D-6破砕帯の走向・傾斜のデータに基づく基準。

⚫ K断層の走向・傾斜（D-1トレンチ内の基盤岩中）は、走向はN33W～N12E（45度の差）、傾斜は
52W～89W（37度の差）であり、その振れ幅は大きい。

（第1264回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料から抜粋・加筆
＜https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100003223?contents=NRA100003223-002-013#pdf=NRA100003223-002-013＞
＜https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100003223?contents=NRA100003223-002-014#pdf=NRA100003223-002-014＞）
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３．Ｋ断層の連続性（6/8：連続性評価結果の内容⑤） ＜審査書 P.１８-２２＞

＜規制委員会の審査結果＞
連続性評価基準は、以下のことから、評価フローを構成する評価項目において、地質観察による調査
結果の精度や信頼性を考慮した安全側の判断が行われているとはいえず、Ｋ断層が連続していないと
する評価は、安全側に行われているとはいえない。

➢ 「断層ガウジ・断層角礫の有無」については、破砕部の薄片を確認したところ、断層ガウジとカタク
レーサイトの両方の特徴がみられるものがあり、断層ガウジとカタクレーサイトの識別基準が明確で
なく、また、その結果として肉眼観察と薄片観察では異なる評価結果となっている場合があることを
踏まえると、断層岩区分の評価結果の不確かさが大きい。（P15）

➢ 「走向・傾斜の類似性」については、基盤岩中で観察される局所的に異なるＫ断層の走向・傾斜が十
分に考慮されていない。（P16）

➢ 「変位センスの類似性」については、Ｋ断層が西側隆起の中～高角度の断層であることに着目すると、
東傾斜の正断層も考慮する必要があると考えられ、変位センスの評価は安全側に行われているとは
いえない。（Ｐ17）
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【日本原子力発電の主張】
①Ｋ断層は「将来活動する可能性のある断層等」ではない（活動性）
②Ｋ断層は２号炉建屋直下まで連続していない（連続性）

K断層

２号炉
原子炉建屋

D-1トレンチ

浦
底
断
層
（
活
断
層
）

建屋直下に
複数の破砕帯あり

K断層の南方から
２号炉原子炉建屋
の間で実施した
ボーリング位置

（※本図は概略図であり、実際の位置等を正確に表したものではない。）

１．はじめに（4/5：Ｋ断層と２号炉原子炉建屋の位置関係）

原子炉建屋の端から
D-1トレンチの
ふげん道路ピットまで
約280m

６ページの再掲
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３．Ｋ断層の連続性（7/8：念のための連続性確認（鉱物脈法に基づく検討））

（第1272回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料から抜粋・加筆
＜https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100003866?contents=NRA100003866-007-010#pdf=NRA100003866-007-010＞）

＜規制委員会の審査結果＞
念のための確認の位置付けである鉱物脈法による連続性評価については、鉱物脈が後期更新世以前
（約12～13万年前以前）の古い時代の熱水変質作用により生成したものであることが確認できないこと
等から、断層活動の最新活動時期が評価できず、連続性の評価に用いることはできない。

＜審査書 P.２３-２４＞

破砕部では「微
量の検出」又は
「不検出」であ
り、確実に後期
更新世以前の
熱水変質作用
を受けていると
はいえない。

母岩の風化部
でも破砕部と同
程度の検出で
ある。

破砕部の鉱物
は、もとから母
岩に含まれて
いた可能性が
ある。

雲母粘土鉱物
カオリナイト

スメクタイト

花崗斑岩の風
化部等には含ま
れていないこと
から、熱水変質
によって生成し
たと考えられる
としている。

常温環境でも生
成される鉱物で
ある。

後期更新世以
前の熱水活動
により生成した
ことの確実な根
拠にならない。
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３．Ｋ断層の連続性（8/8：まとめ）

＜規制委員会の審査結果＞
① 連続性評価基準は、その評価フローに基づき判断を行うと、１つの評価項目の結果に違いがあれば、

他の評価項目で類似するとなっていても、破砕部の性状は類似しないと判断する結果となっており、
評価が安全側に行われているとはいえず、評価結果の信頼性が乏しい。（P14)

② 連続性評価基準は、評価フローを構成する評価項目において、地質観察による調査結果の精度や
信頼性を考慮した安全側の判断が行われているとはいえず、Ｋ断層が連続していないとする評価は、
安全側に行われているとはいえない。（P18)

③ 鉱物脈法に基づく連続性評価については、鉱物脈が後期更新世以前（約12～13万年前以前）の古
い時代の熱水変質作用により生成したものであることが確認できないこと等から、断層活動の最新
活動時期が評価できず、連続性の評価に用いることはできない。（P19)

Ｋ断層は、２号炉原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性が否定できない
と判断。

＜審査書 P.２４-２５＞
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４．まとめ

Ｋ断層の活動性及び連続性について、以下のことから、「耐震重要施設（原子炉建屋
等）は変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない（設置許可基準規則
第３条第３項）」という設置許可基準に適合していると認められないと判断した。

（１）Ｋ断層は、後期更新世以降（約12～13万年前以降）の活動が否定できないこと。

（２）Ｋ断層は、２号炉原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性が否定できないこ
と。

発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によって
汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものであると認めら
れない。（原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第４号）

このため、原子炉等規制法第４３条の３の８第１項の規定に基づき、許可をしないこと
とした。
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